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「分電盤の点検で伺います。分電盤は１３年で交換する義務があります。古いと漏
電する可能性があります。火事になったら大変ですよ」と電話があった。電力会社の
点検かとすっかり思い込み、漏電して火災になったら大変なので、明日来てもらい、
交換する予定となっている。しかし、自分で調べてみたところ、分電盤には交換の義
務が無いと知った。不審なので訪問を断りたい…。

家庭用の電気設備の点検は、４年に１回以上の頻度で行うことが法律で義務付けら
れており、電力会社から委託を受けた登録調査機関が無料で行います。点検日時は事
前に書面で案内しています。突然、電話で点検の日時をお知らせすることはありませ
ん！

点検当日は、調査員証を携帯した登録調査機関の調査員が点検を行いますので、必
ず調査員証を示してもらいましょう。また、点検を行った調査員が点検後に工事の契
約を持ちかけることもありません。
　なお、分電盤には法定耐用年数はありますが交換義務はありません。

さて、今回の相談事例は、明日契約を取り交わす予定とのことですが、「契約した
くない」と断ることが可能です。訪問販売や電話での勧誘で、断っているのに勧誘を
続けるのは、特定商取引法という法律で禁止（法第３条の２第２項）されています。

断ってもなお契約を勧められたら「再勧誘するのは法律で禁止されています！」と
言ってください。万一契約した場合でも、クーリング・オフができる場合もあります
ので、消費生活センターに相談してください。
（参考 電力会社のお問い合わせ先：東京電力パワーグリッド株式会社 0120-995-007）
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